
第３次船橋市環境基本計画の中間見直しについて 

 

１．概 要 

現在の環境基本計画は、多様な環境問題の解決に向けて取り組んでいくために、令和３

年３月に策定しました。本書の第８章において、本市を取り巻く環境や社会経済情勢等の

変化に対応するため、５年ごとに計画の見直しを検討するものとしており、新たな課題等に

対応すべく、現環境基本計画（計画期間：令和３年度～令和１２年度）の中間見直しを実施

いたします。 

 

２．実 施 内 容 

環境基本計画では点検・評価方法として施策の実施状況、環境の改善状況等を把握し

ています。現在まで、この評価方法に基づき本書の「第５章 施策の展開」で定めている１５

項目の基本施策に設定した「個別施策」及び「進行管理指標」と、「第６章 重点的な取組」

で定めている「市民の取組状況」及び「事業者の取組状況」について評価を行い、毎年、年

次報告書にとりまとめ進捗状況を報告しています。 

（１）見直し範囲 

年次報告書で評価の対象となっている「個別施策」及び「進行管理指標」を見直し範囲

とします。 

   ①個別施策 

 

 

 

   ②進行管理指標 

 

 

持続可能な
地球を未来
へつなぐ

① 地球温暖化対策の
総合的な推進 1

市民一人当たりの
温室効果ガス排出量

● ↓ 6.25 t-CO2 4.43 t-CO2 基準年度数値はH25実績

2
エコライフ実践度
（家庭）

● ↑ 52 ％ 70 ％ 基準年度数値はH30実績

3
エコオフィス実践度
（事業者）

● ↑ 39 ％ 70 ％ 基準年度数値はH30実績

4 熱中症搬送者数 ● ↓ 221 人

② 省エネルギーの推進
5

一世帯当たりの
電力使用量

● ↓ 5,352 kWh 2,606 kWh 基準年度数値はH30実績
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資料３ 

見直し範囲 

個別施策一覧（P資-68～74）より一部抜粋 

進行管理指標一覧（P資-75～78）より一部抜粋 

見直し範囲 



  （２）見直し内容 

個別施策の追加、削除、統合、表現の変更等を行います。また、具体的な数値目標を

設定している指標については、数値目標の見直し等を行います。 

 

３．スケジュール 

環境審議会委員からのご意見の取りまとめや、各施策担当課との調整を行い、結果を

令和８年３月に開催予定である環境審議会において諮問いたします。 

 

令和６年１２月～ 

令和７年１月 

環境審議会委員より意見募集 

令和７年 ３月 令和６年度第２回環境審議会にて環境審議会委員からの意見につ

いて内容を報告 

令和７年４月～ 

      ９月 

各施策担当課と調整 

令和７年１０月 環境審議会にて各施策担当課との調整の結果を報告 

令和７年１０月～ 

令和８年２月 

環境基本計画の見直し案を作成 

令和８年３月 環境審議会にて諮問 

 


